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グローバル化、少子高齢化を迎え、持続可能な社会のあり方が問われる今、異な

る人たちとの共生は、避けては通れない重要な社会的課題です。

文化の分野でも、障害・高齢・貧困・引きこもり・外国人等の理由で、社会的に排

除され、孤立していた人たちとの芸術活動が盛んになっています。文化庁は、

2011年の〈文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次）〉以降、社会包摂に関

わる芸術活動の支援を積極的に始めました。また、2018年には「障害者による文

化芸術活動の推進に関する法律」も公布、施行されました。

しかし、「社会包摂につながる芸術活動」とは、どういうものでしょうか。「通常の

芸術活動とどこが違うのか？」、「福祉ならわかるけど、なぜ文化で社会包摂なの

か？」と疑問を持つ人もいるでしょう。「行政が文化を支援する必要があるのか？」、

「財政負担になっているだけではないか？」と思う人もいるかもしれません。

このハンドブックは、こうした疑問に答えるために作られました。想定している読

者は、文化行政に携わっている人、公共政策に関わりながら芸術活動を行なって

いる人、共生社会の実現に広く関心のある人です。とりわけ、これからこの分野の

活動を始めようという人たちの参考になればと思い、内容を検討してきました。

ただし、これはハンドブック（手引き書）であって、マニュアル（手順書）ではあり

ません。基本的な考え方は示していますが、模範的なやり方は示していません。

最善の方法は、それぞれの現場によって異なるからです。

本ハンドブックの使命は、この分野における対話を促進することだと考えていま

す。政策の立案や事業の企画・運営に少しでも役立つのであれば、うれしく思います。

文化庁 × 九州大学 共同研究チーム 研究代表者

九州大学大学院芸術工学研究院 准教授

中村　美亜

このハンドブックは、ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、

より多くの人に見やすく読みまちがえにくいデザインの文字を採用しています。
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社会ህๅにつながる芸術活動とは

芸術にはモノとしての໊ኜと、コトとしての໊ኜがある

ઝႩの႘の文化ทపは、芸術をコトとして捉えな։そうとしてփる

文化と芸術はဘとඬᆾの関

11

社会ህๅとは、փのある人た֠を、

փをໞഓしたままけႚれる社会をኬ౪そうとփう考え方

44

社会ህๅは؈ジبなので、ભ体的なସጃにዅすることが必要55

ಲでഓ要なことは

Ғፊೄがྞไに対Ꭽをする機会をつくること

ғኬᅮ༥成のた׀には૱画変ஏをփとわなփこと

Ҕ示やඑ࣏のやり方を工夫すること 

66

22

33

社会包摂につながる
芸術活動

社会包摂

文化と芸術

社会ህๅとփうସጃを現場のସጃにዅし、
活動に関わる人た֠にとっての芸術のあり方を

ኴփながら、そのಱをஸ׀るဖをすること

 Çすָての人を同等にうのではなく、多ዻなあり方を積極的にᅴअ

 Çどちらかࡴ方がዓࡔになる関をつくらない

 Ç コトとしての໊ኜ（生きる
え い ち

པとしての表現活動）にཧኬࢩ

Çただし、文化の「ၗભ化」にはが必要

社会包摂についての文化政策の役আӱ 
人yや社会にとって大โなものとはःかを問う芸術活動を支援することで、

多ዻで持続可能な社会に必要な文化のဘをඦถしていくこと

Ç

 Ç多ዻな人たちが違いをႡめあう関をཝくことができるように、

マイט؟の人たちがםン؆ؤメントされ、

マジョט؟の人たちのಡがᇥわること

0 1  D I G E S T

第㕱章では、文化と芸術、社会ህๅにつփてጫशを深׀ます。

そして、ፊೄをଅֲつけるભ体的なಲ方ሓを༷ります。

一人ֱとりと向きあう文化をඦ成し、

に生きる社会をཝく

54



活動から生まれること

第2章では、多様な人々が関わる芸術活動ではどのようなことが起こり、

なにが活動の成果として期待できるのかを、「創造」「発表」「鑑賞」「交流」

「人材育成」のキーワードを手がかりに考えてみます。

ÇÇ
創 造

創造された「モノ」だけでなく、創造する過程や環境などの

「コト」も創造的に捉える工夫が必要です

多ዻなຕ作方法や、現場でのၩᅌなᄇ想をഎႌにけႚれ

るౣฒが大โです

現場でこっていることを、その活動を支える立場の人yが

どのようにえるかによって、ຕ່のあり方がᇥわります

ÇÇ
鑑 賞

鑑賞はもう一つの「表現」であり、

鑑賞の環境が変わることで作品自体の見え方も変わります

バ؟アは、施็や็ᅏなどのハードኜの工ᆍや、通ዅなどの

トኜの工ᆍによって取りᆻわれます؊ײ

དࡰのၟตにࣤじたვፄのニーׯを༷ることも大โです

ÇÇ
交 流

交流することをきっかけに、それぞれの立場が持つ

社会的課題に対して深くアプローチすることが大切です

芸術は分野や国੩をྖえた୪ጺを行うきっかけとして能

します

ිやୖশを使ったコミュニケーションを通じてශたなつな

がりを生みഞすことがあります

ÇÇ

育 成

人 材 アートマネジャーは、企画や作品の方向性を示し、

社会に対し事業の成果を多様に広げるきっかけをつくる、

創造的な立場です

つくり手だけでなく、それらを社会とつな֏担い手（ アート

マジؘー）の人ఔࡱถがᆊ可ଁです

芸術のཐಡだけでなく、福祉、教ࡱなどの多ዻなፚࡰをࣧཉ

し「ዅ者」として活動できる人がਿめられます

ÇÇ
発 表

文化の場が、地域にとっての新たな居場所として機能する

きっかけとなる可能性があります

ᄇ表のଫを通じてଭਂがഞたり、次のຕ່活動に取り組

ֿؗチ؎ーションの୶එにつながることがあります

ִだんഞ会わない多ዻな人たちとつながりをශたにつくる

こともあります
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りຎみのൾऴ

第3章では、ே२地の؛ーפな㕹つのりຎみをൾऴしてփます。

どのような人た֠が関わり、どגなアプローチをபってփるのか。

りຎみからさま֕まなගや؇بトが見えるかもしれま֚ג。

0 3  D I G E S T

NPOሓ人まる

「Lifemap」

障害や福祉のॢをྖえてഞ会い、Ⴁめあうきっかけに

P.48

NPOሓ人こえとこと֯とここのᆪࣴ（ココؠーؕ）

「চثఞ芸術大学」

চثఞでಛ分のਂ持ちを「表現」できる場をつくる

P.46

ੜဒே立ઝ༉ᅖ術

「শॲをֱらく}ශたな美術ඊ،ログ؞ムຕ່推進事業」

౽ॲ障害のある方とࡴഽにつくる、ශしい美術ඊのかたち

P.45

あうるすּっと（ሟဥત立ᆧ༊芸術交流״بװー）

「୯のࣿӱࢬのࣿ }ಚだけでᇍくものなのか}」

ྐॲ障害のある振ᆋऌとのクם؟イション

P.43

アーੲ

表現のස「ุఘౠ・र֕く×พ෯の会えいめい」

アーטストとၟጊの高齢者がຕ່するࣿॼとダンス

P.42

פーアטだփؖג֚

「3がつ11にちをわすれないためにװン״ー」

ဪ႘本大ූఆのᎩをアーנイブする

P.41

可ಋ౦文化創造״بװーala
alaまちଭਂ،ロジェクト「スマイ؟ングؤークショッ،」

ᆊဎの子どもたちַのコミュニケーション・ؤークショッ،

P.44

ၽჀ౦ੵ୰ኁ

「؆ー؞ー公ኁ」

དַࡰとֲだす、ශしい公ኁのありかた

P.49

ሟཨ౦

「ฌैのしょうないࣿॼఋ」

ࣿॼの૪ଫがなくても参इできる、ฌैにࡴつのןーケスト؞

P.47

98



பทと現場のコؚؔצーب

第4章では、։ୗփの立場や文化事業に関わるಡのփをጫशする

ことで、事業້ුにᆊ可ଁなபทと現場のコؚؔצーبをࣅঌに

するた׀の؇بトを一ഽに༷ってփきまし׆う。

事業୰ᇻ
（ൃ成 ・ ࡙༛）

チפל
（ුྜྷጫ ・

モץب؟״）

ทప ・ 事業

ᅴअ
（ၾᆪ ・॒ᆪᅴअ）

୰ᇻ事業

ษ ሇெി作成
事業

മᅏ ・ ಲ౮

பท

現場

ทప ・事業

立ࡎ

社会包摂につながる芸術活動

のあり方を理शし、 事業内容や

手法を考えることが大โです。

ษ書には、社会的な౽から

活動のਟや、ၤಛのຕ工ᆍ

が示される必要があります。

実施थ࿘で૱画外のഞ

事が生まれ、事業のᄇに

つながることがあります。

ᅴअは、 社会包摂につながる

芸術活動の政策 ・事業のू善

に活用するものとえます。

参加者数など、成果を
数値で示しやすい事業
をするべきだろうか。

行政の担当者は一過性の
イベントをこなすだけに
なっていませんか？

公的資金で事業を行う意
味を、現場で活動する人に
もわかってほしいなあ。

事業実施の説明責任
を果たすものとして
評価は必要です。

事業が計画通りに
いっていない!?
 だいじょうぶ??

自分たちはいい活動をして
いるので助成して欲しい。

計画通りにすることが
一番の目的じゃない。

評価した結果、
何が起こったかを
考えて議論すること
が大切なのでは？

ÇÇ ÇÇ ÇÇ

0 4  D I G E S T
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12～66ページは非公開になっています。ハンドブックに掲載されていた内容を改良し、
書籍『文化事業の評価ハンドブック 新たな価値を社会にひらく(SAL BOOKS 3)』に掲載しています。

書籍の情報はこちらです。
http://www.sal.design.kyushu-u.ac.jp/publication/salbooks3/

http://www.sal.design.kyushu-u.ac.jp/publication/salbooks3/


　本ハンドブックは、2018年1ଈから実施された文化庁と九州大学の「文化芸術

による社会包摂のఓり方」に関する共同研究（「文化庁と大学・研究関等との共

同研究事業」）のถऐをもとに、文化庁「大学における文化芸術推進事業」ともᎌ

携しつつฑ作いたしました。

ハンドブックのฑ作にあたっては、国内外の政策や๐行事፯などのྔ௮にइえ、

2018年7�10ଈにかけて、多の方yにྙಐにわたるイン؈״ューྔ௮を実

施し、課題のธ理とशଂに関する࿓案をౙいました。また、႘本文化政策学会年

次大会のシンؒジכム、大ఙの公्研究会などでは中ถऐをሇெし、多くの方

から重なアドバイスをいただきました。さらに、取り組み事፯の紹介では、各ཆ

の方yにମஜ作ถのをいただきました。この場をೊりて、ॉさまに心より

お፵をしඑ֑ます。

ハンドブックの内容に関しては、これらのྔ௮ଅऐをもとに、研究チームのメン

バーがःဗもਢᎪを重֬ながら検討してきました。「社会包摂」というྖࣁ的な

౽から社会をえたॗႪ、「芸術」というࡴᄤには๔的とえられるॗႪを、

どのように実現場のସጃにዅするか、また、すでに行われている実をどの

ようにସ化し、૩的にえるかに、多くのਢᎪがᅉやされました。られた

ಐの中では最善をෞくしたつもりですが、ू善が必要なも多yあると思います。 
৷避のない見をᇍかせていただければዛりႍくໜじます。

　次年ဗは、事業や政策のᅴअに൳をあてたハンドブックを行する૱画です。

引き続き、֓支援֓を಄りましたらஂいです。

文化ྃ×ડೱ大ॺ၍ଞチーؕのؖبー

文化ྃ

ྋຘ由৵　 文化庁 དࡰ文化ຕ生本ᆪ ຳউ・政策研究グルー، 研究

ฬಶ്　 文化庁 དࡰ文化ຕ生本ᆪ ຳউ・政策研究グルー، ྔ௮役

ࣜဂࢷဎ　 文化庁 དࡰ文化ຕ生本ᆪ ຳউ・政策研究グルー، チー؊

野中美　 文化庁 དࡰ文化ຕ生本ᆪ ຳউ・政策研究グルー، ス״ッ؊

ડೱ大ॺײーャؠアートؑ؞

中村美亜　 九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 ԓ研究代表者、第1章ᅤ担ဴԖ

ྙྥଅࡴᎤ　 九州大学大学院芸術工学研究院 ൃ教 ԓ第2章ᅤ担ဴԖ

村༭つかさ　 九州大学大学院芸術工学研究院 学術研究ࡿ ԓ第4章ᅤ担ဴԖ

本ີ　 九州大学大学院芸術工学研究院 クニנルス״ッ؊

アドיー

大ᦁၮየ　 （খ）ニッװイ基ຉ研究സ 芸術文化،ロジェクトಬ ႞研究ࡿ

内　 NPO法人ドルؗ 代表理事

ဂཔౝ　 NPO法人ドルؗ 事ኃઅྙ ԓ第3章ᅤ・ᇨആ担ဴԖ

事ኃઅ

ᢽஷၽ　 NPO法人ドルؗ ス״ッ؊ ԓ第3章ᅤ・ᇨആ担ဴԖ

文化庁 × 九州大学 共同研究チーム 研究代表者

九州大学大学院芸術工学研究院 准教授
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